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は じ め には じ め に
　わが国では、労働政策において、企業や事業所に「社会連帯」という視点から障害のある人の雇用

を義務づけるとともに、一般労働市場に誘導するための「職業リハビリテーション」が実施され、厚

労行政においては、労働市場からの締め出しが予想される障害者を雇用不安のない「福祉的就労」に

導き、「労働」を保障するという施策がとられてきました。

　その過程で、「雇用就労」は、事業所・企業における「９～５時労働」に象徴される競争事態での

労働（competitive employment）に従事できる作業遂行能力の高い障害者に適用される概念とし

て一般化し、福祉的就労と称される施設福祉は、時間的な拘束や労働内容が「労働一般」とさほど相

違がないにもかかわらず、賃金や諸々の権利の保障は不問に付され、結果として社会的な諸権利から

排除（exclusion）されてきたという経過があります。

　しかし、このことについて問題視されることもなく、福祉的な処遇だからということで放任されて

きました。「障害者自立支援法」は、このような現実に対してパラダイムの転換を促しています。わ

れわれの認識では、いかにして「人たるに値する」労働に従事できるのか、という切実な願いが実現

するということでもあります。

　ところが、いかにすれば授産施設などが新体制に移行できるのかという課題がありますが、特に、

農業（農耕）を業としている事業所の割合が高く、農業における福祉的経営、あるいは、福祉的経営

主体としての農業とは何かについて一定の指針を得る必要があります。

　幸い当ネットワークでは、有志会員による「農事研究会」が定例開催されており、富山の「野菜ラ

ンド立山」の宇治稔さん、あるいは、特例子会社である「コクヨKハート株式会社」を立ち上げられ、

さらにその子会社として農業法人でもある「ハートランド㈱」を立ち上げられた仲井道博さん、ある

いは、奈良にオーガニック農法による野菜や自然食品を供するレストランを開店された矢野紙器株式

会社の矢野孝さんはじめそのお仲間の方々、それに、行政のお立場からアドバイスをしていただいて

いる大阪府環境農林水産部農政室の永井啓一さん、などが営々と培ってこられた英知に加えて、「え

のき」の生産でその名が全国的に知られている柿の木農場の柿島さんを加えて、湯川隆司氏（「工房

みさき」部門長）・永田良昭氏（ネットワーク理事）・江口俊介氏（研究者）・前野哲哉氏（大阪市障

害者就業・生活支援センター支援係長）・事務局から應武善郎氏（㈱ダイキンサンライズ摂津社長）・

森悟子氏（ネットワーク理事）・伊集院貴子氏（事務局・農事研究会担当）に小職も加えていただき、

大所帯の研究会となりました。

　メンバーによる討議を重ね、また、就労継続支援Ａ・Ｂ型への移行を念頭に置いて、農業経営のモ

デルとなる重度障害者多数雇用事業所、特例子会社の取り組み、先行して農業経営を実施されている

施設など、に訪問してその業態をお伺いしたり、あるいは、執筆していただいたり、また、関係者が

問題点を座談会形式で話し合って問題点をピックアップして、その可能性を探ることを主題としてい

ます。さらに、お忙しいさなか、快く取材に応じていただいた（社福）博愛会　福祉農場コロニー久

住、福祉工場パルクラブ、（社福）津山みのり学園、（医療法人）若草会　フィオーレ、（職訓）長崎

能力開発センター、（社福）名護学院、就労支援センター　チャレンジフィールドの皆様に、また、み

どりの町　岡田理事長さまには、取り組んでおられる農業経営の状況や今後の展望について執筆いた

だきました。衷心より感謝申し上げます。
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Ⅰ　「就労」に関する基本的な考え方

　「就労」とは、「労働者」として一定の職業に従事して職業生活を営むことで、わが国の労働基準法

には、「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものであること」

と定めています。これは、ILO第89回総会（1999年）における事務局長報告では、適正労働（ディー

セント・ワーク；decent work）の実現を強調し、「誰もが自由・公正・安全ならびに人間の尊厳と

いう条件の下でまともに、人間らしい生産的な仕事を得る機会を持てるようにすること」であり、「権

利が保障され、十分な収入を得て適切な社会的保護のある生産的仕事に就くこと」を掲げています。

また、「障害のある人の権利に関する国際条約草案（第�1回国連総会本会議：�00�年1�月1�日、コン

センサス採択）」では、仕事と雇用（第�7条）に関して「締結国は、他の者との平等を基礎として、

障害のある人の労働の権利を認める。この権利には、障害のある人にとって開かれたインクルーシブ

でアクセシブルな労働市場および労働環境において、障害のある人が自由に選択し又は引き受けた労

働を通じて生計を立てる機会についての権利を含む」として、人たるに値する生活を営むための必要

を充たすべき労働条件で働くこと、すなわち、「合理的配慮」（reasonable accommodation）を読

み取ることができます。

Ⅱ　本研究が意図すること

１．「農耕」に従事する授産施設

　表１は、社会就労センターのデータベースから作成した授産施設等における作業種の一覧です。

（http://www.selp.or.jp/database/index.html）　

　　表１　授産施設の作業種　　

縫 製 593か所 サ ー ビ ス 258か所

クリーニング 383か所 簡 易 作 業 1429か所

印 刷 233か所 食 品 739か所

農 耕 669か所 日 用 品 398か所

情 報 66か所 玩 具 112か所

木 工 378か所 工 芸 459か所

陶 工 芸 321か所 衣 料 品 130か所

電 気 226か所

　最新の情報では、農耕で�71件がカウントされ、そこで働く障害のある人は、1,���人となっています。

　農耕に含まれる具体的な職種を知る術はありませんが、おそらく、穀物をはじめ農作物を作り、家

畜の飼育や食品加工など、「農耕文化」と呼ばれる動植物食料の生産を生活基盤とする農耕牧畜中心
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の作業種が展開されていることと推測されます。中尾佐助は、「農耕文化では、栽培植物の種類や方法、

家畜や食品などが、農業の手段となっているだけでなく、文化に固く結び付いており、農業生産物の

加工、料理などは文化そのものの過程として存在しており、儀礼や食物の価値観といった文化現象に

及ぶ」(http://www.japanknowledge.com)と述べているように、「農耕」を授産事業とする施設等

が多いのは、わが国の文化的な所産だということもできます。

2.  施設経営と農業経営

　就労の移行に関して、「就労移行支援」と「就労継続支援(A型・Ｂ型)」とがあります。前者は福祉

施策の改編によって施設から雇用就労へと誘うことにありますが、後者は「就業」という枠組みには

違いないものの、福祉施設が産業を興すなどして利益を上げながら利用者の生活に資するための工賃

を還元するしくみを立ち上げる、というもので、経営感覚とともに障害のある人の労働力への期待や

作業の効率化、あるいは、省力化、多角化など、山のような挑戦課題があります。

　菊地泰次は、農業経営について、「統一した意思（経営主体・経営者）が、一定の目的をもって土地、

労働力、資本などの要素を結合し、農産物の生産・処分を行う継続的な組織体をいう」と定義してい

ます。それは、自然条件・経済的・社会的な環境条件による制約を受けるし、販売市場の需給事情や

消費者の動向など、多面的な要因から成立するもので、その生産対象は、耕種（作物）、畜産、農産

加工などの部門に分けられ、それぞれの作目は、穀作・果樹作・野菜作、さらに細かく稲作、リンゴ

作、酪農、養豚等々があり、これら二つ以上の作目をおもな所得源とする経営を複合（多角）経営と

よび、一つの作目に専門化した経営を単一（単作）経営と呼ぶ、といい、さらに最近では、個々の農

業経営が生産部門に加工部門を加え、かつ、直売活動を取り込むなど、農業経営の垂直的な方向での

複合化（多角化）が目につくようになっており、その経営は、利潤を追求する企業経営と家族労働力

が中心の家族的経営とに大別される」（http://www.japanknowledge.com／）と述べています。

　現行の授産施設における経営実態を知る術もありませんが、わが国では、元来、家族の労働力を頼

みとする農業経営が一般的で、利益の創出を目標とする経営とは異なり、家族の生活を維持するため

に行われるもので、主として作物や家畜の管理作業に向いているといわれています。

　しかし、その後の産業構造の変化などを受けてその様態が変わり、資本集約的に規模拡大を行う経

営と、家族労働力の多くが農外就業する兼業農家とに分かれる傾向がみられます。

　19�1年（昭和��）制定の農業基本法では、自立経営農家（近代的家族関係、高い生産性、勤労者世

帯と均衡する農業所得などをもつ家族農業経営）の育成が目標とされたが、大部分の農家が兼業化し、

労働移動とも相まって、農業の担い手不足問題や食料自給率低下の要因ともなったといわれ、1999年

（平成11）に「食料・農業・農村基本法」が施行されました。

　その内容は、図１に示す通りです。

　農業経営は、きわめて重要な社会的役割を担っており、安心で安全な良質の食料を供給するという

社会的な役割、農業・農村の有形・無形の資源や環境を保全して多面的機能を維持・発揮するという

役割などが評価されています。

　わが国農業・農村の担い手として、福祉施設が果たす役割は大きく、農業関係法の制約のなかで、

農業経営が維持・発展していけるよう願ってやみません。

（關 宏之）
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（農林水産省）「食料・農業・農村基本法」のあらましより

http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/NewBLaw/panf.html

図１

基本法が目指すもの基本法が目指すもの
旧農業基本法
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食料・農業・農村基本法

ポイント ポイント
●農業の生産性の向上
●農業生産の選択的拡大と農業総生
産の増大
●農産物の価格の安定
●農産物の流通の合理化等
●家族農業経営の発展と自立経営の
育成
●協業の助長

●基本計画の策定～食料自給率の目標設定
 ・基本理念や基本的施策を具体化するものとして策定（策定後、国会報
告）。５年ごとの施策に関する評価を踏まえ、所要の見直し

 ・食料自給率の目標につき、その向上を図ることを旨とし、国内農業生産
及び食料消費に関する指針として、農業者その他の関係者の取組課題を
明確化した上で設定
●消費者重視の食料政策の展開
 ・食料の安全性の確保・品質の改善、食品の表示の適正化
 ・健全な食生活に関する指針の策定、食料消費に関する知識普及・情報提供
 ・食品産業の健全な発展
●望ましい農業構造の確立と経営施策の展開
 ・効率的･安定的経営が農業生産の相当部分を担う農業構造の確立
 ・専業的農業者等の創意工夫を生かした経営発展のための条件整備。家
族農業経営の活性化、農業経営の法人化の推進
●市場評価を適切に反映した価格形成と経営安定対策
●自然循環機能の維持増進
 ・農薬・肥料の適正使用、地力の増進等により環境と調和した農業生産を展開
●中山間地域等の生産条件の不利補正
 ・適切な農業生産活動が維持されるための支援（直接支払）

食料の安定供給の確保
●良質な食料の合理的な価格
での安定供給
●国内農業生産の増大を図る
ことを基本とし、輸入と備
蓄を適切に組み合わせ
●不測時の食料安全保障

多面的機能の十分な
発揮
●国土の保全、水源のかん
養、自然環境の保全、良
好な景観の形成、文化の
伝承等

農業の持続的な発展
●農地、水、担い手等の生産要素の
確保と望ましい農業構造の確立
●自然循環機能の維持増進

生産性と生活水
準（所得）の農工
間格差の是正
●生産政策
●価格・流通政策
●構造政策

農村の振興
農業の発展の基盤として
●農業の生産条件の整備
●生活環境の整備等福祉の向上

国
民
生
活
の
安
定
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上
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び
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ハイテク農法・水耕栽培への挑戦
～有限会社 野菜ランド立山（富山県）の取り組み～

北アルプス立山連峰　左の険しく切りたつ山が剣岳（2,999ｍ）


